
規

則 

職
員
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 

 

職
員
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。 

（
自
家
用
自
動
車
使
用
の
場
合
の
旅
費
） 

第
九
条 

条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
十
三
円

と
す
る
。 

 

（
内
国
旅
行
の
日
当
の
調
整
） 

第
十
条 

内
国
旅
行
の
日
当
（
条
例
第
十
八
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
日
に
係
る
も
の
に

限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
泊

料
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
条
例
第
十
八
条
第
一
号

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

一 

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 
八
百
円 

 

二 

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

千
六
百
円 

２ 

内
国
旅
行
の
日
当
の
額
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又

は
車
賃
（
扶
養
親
族
移
転
料
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
第
十
二
条
第
三
項
に

お
い
て
「
鉄
道
賃
等
」
と
い
う
。
）
に
食
費
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
条
例
第

十
八
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
千
六
百
円
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

（
内
国
旅
行
の
宿
泊
料
） 

第
十
一
条 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額
（
次
項
、
別
表
第
十
一
及
び
別
表
第
十

三
に
お
い
て
「
宿
泊
料
基
準
額
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
の
た
め
に
現
に
支

払
つ
た
費
用
の
額
が
宿
泊
料
基
準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、
旅
行
命
令
権
者
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
と
す
る
。 

 

一 

会
議
等
に
参
加
す
る
場
合
で
、
当
該
会
議
の
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
、
旅

行
者
に
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
余
地
が
な
く
当
該
宿
泊
施
設
以
外
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
き
。 



 

二 

埼
玉
県
議
会
議
員
、
知
事
、
副
知
事
、
公
営
企
業
管
理
者
、
下
水
道
事
業
管
理
者
、
常
勤

の
監
査
委
員
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
、
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
県
議
会
議
員
等
」
と
い
う
。
）
の
内
国
旅
行
に
同
行
す
る
職
員
が
県
議

会
議
員
等
と
同
一
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
上
支
障
を
来
す
と
き
。 

 

三 

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
該
当
す
る
と
し
て
最
も
安
価
な
宿

泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。 

 

（
外
国
旅
行
の
日
当
） 

第
十
二
条 

条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

外
国
旅
行
の
日
当
の
額
は
、
条
例
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
九
条
の
宿
泊

料
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
で
定
め
る
額
か
ら

当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

一 

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
で

定
め
る
額
の
三
分
の
一
の
額 

 

二 

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
で
定
め
る
額
の

三
分
の
二
の
額 

３ 

移
動
中
に
宿
泊
す
る
場
合
の
日
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
移
動
の

到
着
地
に
応
じ
、
別
表
第
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ

る
鉄
道
賃
等
に
食
費
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
日
当
の
額
の
三
分
の
一
の

額
と
す
る
。 

 

（
外
国
旅
行
の
宿
泊
料
） 

第
十
三
条 

条
例
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
額

は
、
別
表
第
十
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る

場
合
は
、
第
十
一
条
第
二
項
の
場
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
中
「
内
国

旅
行
」
と
あ
る
の
は
、
「
外
国
旅
行
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
旅
費
の
返
納
に
係
る
給
与
の
種
類
） 

第
十
四
条 

条
例
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
給
与
の
種
類
は
、
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与

条
例
」
と
い
う
。
）
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三

十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
又
は
義
務
教
育
諸
学

校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
条

例
第
八
十
号
）
に
規
定
す
る
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
単
身
赴
任

手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
給
与
条
例
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を

含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、



時
間
外
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務

手
当
、
管
理
職
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育
手

当
、
農
林
業
普
及
指
導
手
当
、
日
直
手
当
、
宿
直
手
当
及
び
教
職
調
整
額
又
は
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
給
与
及
び
報
酬
と
す
る
。 

 
 

                   
 
 

         

別
表
第
十
第
一
号
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
中 

算出根拠 

区
 

 
分

 
金

 
 

額
 

摘
 

 
 

 
 

 
 

要
 

鉄
 

道
 

賃
 

円
 

 

船
 

 
 

賃
 

円
 

 

航
 

空
 

賃
 

円
 

 

車
 

 
 

賃
 

円
 

 

日
 

 
 

当
 

円
 

 

宿
 

泊
 

料
 

円
 

 

食
 

卓
 

料
 

円
 

 

そ
 

の
 

他
 

円
 

 

計
 

円
 

 

 
 

         

 

算出根拠 

区
 

 
分

 
金

 
 

額
 

摘
 

 
 

 
 

 
 

要
 

鉄
 

道
 

賃
 

円
 

 

船
 

 
 

賃
 

円
 

 

航
 

空
 

賃
 

円
 

 

車
 

 
 

賃
 

円
 

 

日
 

 
 

当
 

円
 

 

宿
 

泊
 

料
 

円
 

 

そ
 

の
 

他
 

円
 

 

計
 

円
 

 

 

」 を 

「 

 

        

」 に
改
め
る
。 

「 



別
表
第
十
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

別
表
第
十
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
の
」
を
「
第
二
十
条
の
」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」

を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改

め
、
同
表
第
七
号
中
「
第
二
十
五
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
三
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
表

第
八
号
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「
第
二
十
七
条
」
を

「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
表
第
十
三
号
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
の
次
に
次
の
三
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
十
一
（
第
十
一
条
関
係
） 

                    

四 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
宿

泊
料 

三 
条
例
第
十
六
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
車
賃 

二 

条
例
第
十
五
条
の
航
空
賃 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
及
び
第
十
一
条
第
二
項
各
号

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料 公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
を
証
明
す

る
資
料
及
び
そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

 

山
梨
県 

福
井
県 

石
川
県 

富
山
県 

新
潟
県 

神
奈
川
県 

東
京
都 

千
葉
県 

埼
玉
県 

群
馬
県 

栃
木
県 

茨
城
県 

福
島
県 

山
形
県 

秋
田
県 

宮
城
県 

岩
手
県 

青
森
県 

北
海
道 

区 
 

 

分 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

宿
泊
料
基
準
額
（
一
夜
に
つ
き
） 

 



                             

別
表
第
十
二
（
第
十
二
条
関
係
） 

 

一 

本
邦 

   

二 

外
国 

沖
縄
県 

鹿
児
島
県 

宮
崎
県 

大
分
県 

熊
本
県 

長
崎
県 

佐
賀
県 

福
岡
県 

高
知
県 

愛
媛
県 

香
川
県 

徳
島
県 

山
口
県 

広
島
県 

岡
山
県 

島
根
県 

鳥
取
県 

和
歌
山
県 

奈
良
県 

兵
庫
県 

大
阪
府 

京
都
府 

滋
賀
県 

三
重
県 

愛
知
県 

静
岡
県 

岐
阜
県 

長
野
県 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

全
て
の
地 

区

分 

二
、
四
〇
〇
円 

日
当
（
一
日
に
つ
き
） 

 



   

          

大
洋
州 

                    

ア
ジ
ア 

地

域 

区

分 

マ
ー
シ
ャ
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

パ
ラ
オ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

バ
ヌ
ア
ツ 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド 

ト
ン
ガ 

ソ
ロ
モ
ン 

サ
モ
ア 

キ
リ
バ
ス 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

ラ
オ
ス 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

マ
レ
ー
シ
ア 

ベ
ト
ナ
ム 

ブ
ル
ネ
イ 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

東
テ
ィ
モ
ー
ル 

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ 

パ
キ
ス
タ
ン 

ネ
パ
ー
ル 

中
華
人
民
共
和
国 

大
韓
民
国 

タ
イ 

ス
リ
ラ
ン
カ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ン
ド 

国

名 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
五
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

日
当
（
一
日
に
つ
き
） 

 



 

                                 
    

欧
州 

                       

中
南
米 

  

北
米 

  

ア
ル
メ
ニ
ア 

ア
ル
バ
ニ
ア 

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド 

ア
イ
ス
ラ
ン
ド 

そ
の
他
の
国 

メ
キ
シ
コ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ボ
リ
ビ
ア 

ペ
ル
ー 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ブ
ラ
ジ
ル 

バ
ル
バ
ド
ス 

パ
ラ
グ
ア
イ 

パ
ナ
マ 

ハ
イ
チ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

チ
リ 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

キ
ュ
ー
バ 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

エ
ク
ア
ド
ル 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

そ
の
他
の
国 

カ
ナ
ダ 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国 

そ
の
他
の
国 

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
五
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

三
、
九
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

四
、
八
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

 



                                  
                                  

ポ
ー
ラ
ン
ド 

ベ
ル
ギ
ー 

ベ
ラ
ル
ー
シ 

ブ
ル
ガ
リ
ア 

フ
ラ
ン
ス 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド 

ハ
ン
ガ
リ
ー 

バ
チ
カ
ン 

ノ
ル
ウ
ェ
ー 

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン 

ド
イ
ツ 

デ
ン
マ
ー
ク 

チ
ェ
コ 

タ
ジ
キ
ス
タ
ン 

セ
ル
ビ
ア 

ス
ロ
ベ
ニ
ア 

ス
ロ
バ
キ
ア 

ス
ペ
イ
ン 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン 

ス
イ
ス 

ジ
ョ
ー
ジ
ア 

ク
ロ
ア
チ
ア 

キ
ル
ギ
ス 

ギ
リ
シ
ャ 

キ
プ
ロ
ス 

北
マ
ケ
ド
ニ
ア 

カ
ザ
フ
ス
タ
ン 

オ
ラ
ン
ダ 

オ
ー
ス
ト
リ
ア 

エ
ス
ト
ニ
ア 

英
国 

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン 

ウ
ク
ラ
イ
ナ 

イ
タ
リ
ア 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

 



            
 

        

ア
フ
リ
カ 

               

中
東 

         

ギ
ニ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

ガ
ボ
ン 

ガ
ー
ナ 

エ
チ
オ
ピ
ア 

エ
ジ
プ
ト 

ウ
ガ
ン
ダ 

ア
ン
ゴ
ラ 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

レ
バ
ノ
ン 

ヨ
ル
ダ
ン 

バ
ー
レ
ー
ン 

ト
ル
コ 

シ
リ
ア 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

カ
タ
ー
ル 

オ
マ
ー
ン 

イ
ラ
ン 

イ
ラ
ク 

イ
ス
ラ
エ
ル 

イ
エ
メ
ン 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

そ
の
他
の
国 

ロ
シ
ア 

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク 

ル
ー
マ
ニ
ア 

リ
ト
ア
ニ
ア 

ラ
ト
ビ
ア 

モ
ル
ド
バ 

ポ
ル
ト
ガ
ル 

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

 



                              

別
表
第
十
三
（
第
十
三
条
関
係
） 

   

そ
の
他
の
地
域 

                            

 

そ
の
他
の
国 

ル
ワ
ン
ダ 

リ
ビ
ア 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

南
ス
ー
ダ
ン 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国 

マ
リ 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ベ
ナ
ン 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ナ
ミ
ビ
ア 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

ス
ー
ダ
ン 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

ジ
ブ
チ 

ザ
ン
ビ
ア 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ケ
ニ
ア 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

五
、
四
〇
〇
円 

 

ア
ジ
ア 

地 

域 

区 
 

 
 

 
 

分 

イ
ン
ド 国 

 
 

名 

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー 

地 
 

 

名 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

宿
泊
料
基
準
額 

（
一
夜
に
つ
き
） 

 



  

 
 

                                  

パ
キ
ス
タ
ン 

 

ネ
パ
ー
ル 

       

中
華
人
民
共
和
国 

   

大
韓
民
国 

  

タ
イ 

 

ス
リ
ラ
ン
カ 

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

    

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

     

イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド 

そ
の
他
の
地 

カ
ト
マ
ン
ズ 

そ
の
他
の
地 

香
港 

青
島 

瀋
陽 

重
慶 

上
海 

広
州 

北
京 

そ
の
他
の
地 

釜
山 

済
州 

ソ
ウ
ル 

そ
の
他
の
地 

チ
ェ
ン
マ
イ 

バ
ン
コ
ク 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ン
ボ 

そ
の
他
の
地 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

プ
ノ
ン
ペ
ン 

そ
の
他
の
地 

メ
ダ
ン 

デ
ン
パ
サ
ー
ル 

ス
ラ
バ
ヤ 

ジ
ャ
カ
ル
タ 

そ
の
他
の
地 

ム
ン
バ
イ 

ベ
ン
ガ
ル
ー
ル 

チ
ェ
ン
ナ
イ 

コ
ル
カ
タ 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

 

九
、
〇
〇
〇
円 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

 

八
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
     

大
洋
州 

                            

     

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

そ
の
他
の
国 

 

ラ
オ
ス 

 

モ
ン
ゴ
ル 

 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

  

マ
レ
ー
シ
ア 

   

ベ
ト
ナ
ム 

 

ブ
ル
ネ
イ 

   

フ
ィ
リ
ピ
ン 

 
東
テ
ィ
モ
ー
ル 

 

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ 

  

そ
の
他
の
地 

メ
ル
ボ
ル
ン 

ブ
リ
ス
ベ
ン 

パ
ー
ス 

シ
ド
ニ
ー 

キ
ャ
ン
ベ
ラ 

 

そ
の
他
の
地 

ビ
エ
ン
チ
ャ
ン 

そ
の
他
の
地 

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル 

そ
の
他
の
地 

マ
レ 

そ
の
他
の
地 

ヤ
ン
ゴ
ン 

そ
の
他
の
地 

ペ
ナ
ン 

ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ホ
ー
チ
ミ
ン 

ダ
ナ
ン 

ハ
ノ
イ 

そ
の
他
の
地 

バ
ン
ダ
ル
ス
リ
ブ
ガ
ワ
ン 

そ
の
他
の
地 

ダ
バ
オ 

セ
ブ 

マ
ニ
ラ 

そ
の
他
の
地 

デ
ィ
リ 

そ
の
他
の
地 

ダ
ッ
カ 

そ
の
他
の
地 

カ
ラ
チ 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

四
五
、
〇
〇
〇
円 

四
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
         

北
米 

                        

         

ア
メ
リ
カ
合
衆
国 

そ
の
他
の
国 

 

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア 

 

マ
ー
シ
ャ
ル 

 

フ
ィ
ジ
ー 

 

パ
ラ
オ 

 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

 

バ
ヌ
ア
ツ 

  

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド 

 

ト
ン
ガ 

 
ソ
ロ
モ
ン 

 

サ
モ
ア 

 

キ
リ
バ
ス 

ハ
ガ
ッ
ニ
ャ 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク 

ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル 

デ
ン
バ
ー 

デ
ト
ロ
イ
ト 

シ
カ
ゴ 

シ
ア
ト
ル 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ 

ア
ト
ラ
ン
タ 

ワ
シ
ン
ト
ン 

 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ニ
ア 

そ
の
他
の
地 

マ
ジ
ュ
ロ 

そ
の
他
の
地 

ス
バ 

そ
の
他
の
地 

コ
ロ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
モ
レ
ス
ビ
ー 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
ビ
ラ 

そ
の
他
の
地 

オ
ー
ク
ラ
ン
ド 

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン 

そ
の
他
の
地 

ヌ
ク
ア
ロ
フ
ァ 

そ
の
他
の
地 

ホ
ニ
ア
ラ 

そ
の
他
の
地 

ア
ピ
ア 

そ
の
他
の
地 

タ
ラ
ワ 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

五
七
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

四
四
、
〇
〇
〇
円 

四
二
、
〇
〇
〇
円 

四
九
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

五
四
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
三
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
〇
〇
円 

二
五
、
〇
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そ
の
他
の
地 

カ
イ
ロ 

そ
の
他
の
地 

カ
ン
パ
ラ 

そ
の
他
の
地 

ル
ア
ン
ダ 

そ
の
他
の
地 

ア
ル
ジ
ェ 

 

そ
の
他
の
地 

ベ
イ
ル
ー
ト 

そ
の
他
の
地 

ア
ン
マ
ン 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三
三
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

四
七
、
〇
〇
〇
円 

四
七
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

 



                                  
                                  

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

 

南
ス
ー
ダ
ン 

 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
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マ
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マ
ラ
ウ
イ 

 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

 

ボ
ツ
ワ
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ベ
ナ
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ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

 

ナ
ミ
ビ
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ナ
イ
ジ
ェ
リ
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チ
ュ
ニ
ジ
ア 

 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

 

セ
ネ
ガ
ル 

 
セ
ー
シ
ェ
ル 

 

ス
ー
ダ
ン 

 

ヌ
ア
ク
シ
ョ
ッ
ト 

そ
の
他
の
地 

ポ
ー
ト
ル
イ
ス 

そ
の
他
の
地 

ジ
ュ
バ 

そ
の
他
の
地 

プ
レ
ト
リ
ア 

そ
の
他
の
地 

バ
マ
コ 

そ
の
他
の
地 

リ
ロ
ン
グ
ウ
ェ 

そ
の
他
の
地 

ア
ン
タ
ナ
ナ
リ
ボ 

そ
の
他
の
地 

ハ
ボ
ロ
ー
ネ 

そ
の
他
の
地 

コ
ト
ヌ 

そ
の
他
の
地 

ワ
ガ
ド
ゥ
グ
ー 

そ
の
他
の
地 

ウ
ィ
ン
ト
フ
ッ
ク 

そ
の
他
の
地 

ア
ブ
ジ
ャ 

そ
の
他
の
地 

チ
ュ
ニ
ス 

そ
の
他
の
地 

ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム 

そ
の
他
の
地 

ダ
カ
ー
ル 

そ
の
他
の
地 

ビ
ク
ト
リ
ア 

そ
の
他
の
地 

ハ
ル
ツ
ー
ム 

そ
の
他
の
地 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

四
一
、
〇
〇
〇
円 

四
一
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
六
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
四
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
三
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

三
一
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

三
九
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

 



            
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
支
給
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以

後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

 

そ
の
他
の
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そ
の
他
の
国 

 

ル
ワ
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リ
ビ
ア 

 
モ
ロ
ッ
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モ
ザ
ン
ビ
ー
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そ
の
他
の
地 

キ
ガ
リ 

そ
の
他
の
地 

ト
リ
ポ
リ 

そ
の
他
の
地 

ラ
バ
ト 

そ
の
他
の
地 

マ
プ
ト 

そ
の
他
の
地 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
八
、
〇
〇
〇
円 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

 


